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(57)【要約】
【課題】簡単な施工作業で、職人の技量に関わらず笠木
の上面を傾斜させて形成でき、効果的な排水性を確保し
て笠木の腐食や白華の発生を抑制できる笠木施工用部材
を提供する。
【解決手段】塀本体３の長手方向に沿って塀本体３の上
端面３ｃに配置される天板部１１，２１と、一対の側板
部１３，２３からそれぞれ塀本体３の幅方向の外側に張
り出し形成された一対の笠部１５，２５と、一対の笠部
１５，２５の外側端部からそれぞれ上方に立設され、幅
方向の外側に傾斜した傾斜片１７ａからなる第１壁部１
７および傾斜片２７ａからなる第２壁部２７と、を備え
、天板部１１，２１の下面から第１壁部１７の先端縁部
までの高さｈ１が、天板部１１，２１の下面から第２壁
部２７の先端縁部までの高さｈ２よりも高くなるように
形成したことを特徴としている。
【選択図】図２



(2) JP 2012-207391 A 2012.10.25

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　塀本体の上部に笠木を設置するための笠木施工用部材であって、
　前記塀本体の長手方向に沿って前記塀本体の上端面に配置される天板部と、
　前記塀本体の幅方向における両外側面に沿って下方に立設された一対の側板部と、
　前記一対の側板部からそれぞれ前記幅方向の外側に張り出し形成された一対の笠部と、
　前記一対の笠部の外側端部からそれぞれ下方に立設された一対の笠側部と、
　前記一対の笠部の外側端部からそれぞれ上方に立設され、前記幅方向の外側に傾斜した
傾斜片からなる一対の壁部と、
　前記一対の壁部の下方において、前記一対の笠側部から前記幅方向の外側にそれぞれ張
り出し形成された一対の笠木材料受部と、
を備え、
　前記天板部の下面から前記一対の壁部のうち一方の壁部の先端縁部までの高さが、前記
天板部の下面から他方の壁部の先端縁部までの高さよりも高くなるように形成したことを
特徴とする笠木施工用部材。
【請求項２】
　請求項１に記載の笠木施工用部材であって、
　前記一方の壁部と水平面との間の角度は、前記他方の壁部と水平面との間の角度よりも
大きく形成されていることを特徴とする笠木施工用部材。
【請求項３】
　請求項１に記載の笠木施工用部材であって、
　前記一対の傾斜片には、前記長手方向に沿って薄肉の脆弱部が形成されており、
　前記他方の壁部は、前記一対の傾斜片のうち他方の傾斜片を前記脆弱部に沿って破断し
、前記脆弱部よりも先端側の調整部を分割除去して形成したことを特徴とする笠木施工用
部材。
【請求項４】
　請求求項１から３のいずれか１項に記載の笠木施工用部材であって、
　前記笠側部と前記側板部との間には、前記長手方向に沿って前記笠部の下面から下方に
向かって立設された水切り板が少なくとも１個形成されていることを特徴とする笠木施工
用部材。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の笠木施工用部材であって、
　前記側板部と前記笠側部との間には、前記塀本体の外側面に塗布される仕上材の厚さの
目印となるマーク部が設けられていることを特徴とする笠木施工用部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば建物の外構に設けられた塀等に、笠木を施工する際に用いる笠木施
工用部材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　住宅等の外構に設けられたブロック等からなる塀の上部には、塀の保護や装飾等の目的
で塀の上端面を覆うように笠木が配設される。
　笠木の配設方法としては、例えば樹脂や金属、コンクリート等で予め形成された笠木を
、ブラケットやセメント等を介して塀の上部に固定して配設する方法や、現場で職人がモ
ルタルにより塀の上部に笠木を形成して配設する方法がある。
　ここで、笠木および塀の多様なデザインに対応する場合、職人の手作業により笠木が配
設されることが多い。
【０００３】
　職人が手作業により笠木を配設する場合、以下のような流れで施工される。
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　まず、角材等の幅木を塀の上端面に固定して、笠木形成領域に対応した型枠を形成する
。続いて、型枠内にモルタルを充填し、コテ等を用いてモルタルの表面を仕上げる。そし
て、モルタルが硬化した後、型枠を取り外すことで笠木が形成される。
【０００４】
　ところで、笠木の上面を水平に形成すると、降雨時の雨水等が排水されずに笠木の上面
に滞留して表層部に浸入し、笠木の腐食の原因となる。また、笠木の上面に滞留した雨水
は、白華の発生の原因となる。なお、白華とは、コンクリートやモルタル等に浸入した水
分が蒸発する際、石灰成分等の可溶成分とともに表面に浮き出て発生する白い生成物のこ
とをいう。これにより、笠木の表面が汚れてしまい、笠木の外観を損ねるという問題があ
る。
【０００５】
　そこで、笠木の上面の雨水等を排水するため、笠木の上面を水平面に対して傾斜させ、
笠木の上面に雨水等が滞留するのを防止することが知られている（例えば、特許文献１参
照）。特許文献１では、一方側から他方側に向かって斜め下方に傾斜した面を有するブロ
ック状の笠木が、塀の上部に配設されている。なお、特許文献１では明示されていないが
、予め形成された笠木を、塀の上部に固定して配設していると考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】登録実用新案第３０９４０１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、塀の多様なデザインに対応するために笠木を手作業で施工する場合、笠木の
形成は左官業者などの専門識者の技量に依存するところが多い。したがって、特許文献１
に記載のように、上面が傾斜した笠木を現場で形成する際には、施工する職人により傾斜
角度や、傾斜面の平坦度合にバラつきが生じる。そのため、施工する職人の技量によって
は、笠木の上面の雨水等を効果的に排水可能な傾斜が得られないおそれがある。これによ
り、笠木の上面に雨水等が滞留して笠木が腐食したり、白華が発生したりするおそれがあ
る。
【０００８】
　また、職人が手作業により笠木を配設する場合には、塀の上端面に型枠をボルト等で固
定しながら設置し、施工後に型枠を取り外すといった工程が必要となり、施工作業が煩雑
である。
【０００９】
　そこで、本発明は、簡単な施工作業で、職人の技量に関わらず笠木の上面を傾斜させて
形成でき、効果的な排水性を確保して笠木の腐食や白華の発生を抑制できる笠木施工用部
材の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するため、本発明の笠木施工用部材は、塀本体の上部に笠木を設置す
るための笠木施工用部材であって、前記塀本体の長手方向に沿って前記塀本体の上端面に
配置される天板部と、前記塀本体の幅方向における両外側面に沿って下方に立設された一
対の側板部と、前記一対の側板部からそれぞれ前記幅方向の外側に張り出し形成された一
対の笠部と、前記一対の笠部の外側端部からそれぞれ下方に立設された一対の笠側部と、
前記一対の笠部の外側端部からそれぞれ上方に立設され、前記幅方向の外側に傾斜した傾
斜片からなる一対の壁部と、前記一対の壁部の下方において、前記一対の笠側部から前記
幅方向の外側にそれぞれ張り出し形成された一対の笠木材料受部と、を備え、前記天板部
の下面から前記一対の壁部のうち一方の壁部の先端縁部までの高さが、前記天板部の下面
から他方の壁部の先端縁部までの高さよりも高くなるように形成したことを特徴としてい
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る。
【００１１】
　本発明によれば、笠木施工用部材は、塀本体の上端面に配置される天板部と、塀本体の
両側面に沿って形成された側板部とを備え、天板部と側板部とにより隅部が形成される。
この隅部と、塀本体の上端面と側面とで形成される角部とを合わせて、天板部を塀本体の
上端面に配置することで、塀本体の上端面に笠木施工用部材を簡単に配設できる。また、
一対の壁部の間の領域、および壁部と笠木材料受部との間の領域に、モルタル等の笠木材
料を充填することにより、型枠を設置することなく笠木を配設できる。さらに、笠木施工
用部材は、除去されることなくそのまま笠木材料に埋設されるので、笠木の強度が確保で
きるとともに、従来のように型枠を取り外す工程が不要となる。したがって、簡単な施工
作業で笠木を配設できる。
　また、本発明によれば、天板部の下面から一方の壁部の先端縁部までの高さが、天板部
の下面から他方の壁部の先端縁部までの高さよりも高くなるように形成されているので、
一方の壁部の先端縁部と他方の壁部の先端縁部とを接続して形成される仮想面が、一方側
から他方側に向かって下方に傾斜する傾斜面となる。
　ここで、笠木の施工工程で、一対の壁部の間の領域に笠木材料を充填した後、両壁部の
先端縁部に跨るようにコテを当接させて長手方向に沿って移動させると、充填された笠木
材料の上面は、仮想面に沿って一方側から他方側に向かって下方に傾斜した傾斜面に形成
される。このように、両壁部の先端縁部に跨るようにコテを当接させて長手方向に沿って
移動させるだけで、笠木の上面を傾斜させて形成できる。したがって、簡単な施工作業で
、職人の技量に関わらず笠木の上面を傾斜させて形成できるので、効果的な排水性を確保
して笠木の腐食や白華の発生を抑制できる。
【００１２】
　また、前記一方の壁部と水平面との間の角度は、前記他方の壁部と水平面との間の角度
よりも大きく形成されていることを特徴としている。
【００１３】
　本発明によれば、一方の壁部と水平面との間の角度を、他方の壁部と水平面との間の角
度よりも大きく形成することで、一方の壁部の先端縁部までの高さが、他方の壁部の先端
縁部までの高さよりも高くなるように形成している。すなわち、一方の壁部と水平面との
間の角度、および他方の壁部と水平面との間の角度を調整することにより、一方の壁部の
先端縁部と他方の壁部の先端縁部との高低差を調整できるので、笠木の上面の傾斜角度を
簡単に設定できる。
【００１４】
　また、前記一対の傾斜片には、前記長手方向に沿って薄肉の脆弱部が形成されており、
前記他方の壁部は、前記一対の傾斜片のうち他方の傾斜片を前記脆弱部に沿って破断し、
前記脆弱部よりも先端側の調整部を分割除去して形成したことを特徴としている。
【００１５】
　本発明によれば、脆弱部に沿って傾斜片を破断し、調整部を分割除去することにより他
方の壁部を形成している。このように、脆弱部による傾斜片１７ａの破断および調整部の
分割除去という作業で、簡単に一方の壁部の先端縁部と他方の壁部の先端縁部との高低差
を形成できるので、笠木の上面の傾斜を簡単に形成できる。
　また、脆弱部が形成された同一形状の一対の傾斜片から、脆弱部に沿って調整部を分割
除去することにより、一方の壁部と他方の壁部とを形成できる。したがって、笠木施工用
部材を形成する際の金型の簡素化ができる。特に、天板部を分割し、塀本体の幅方向の一
方側および他方側に配設される一対の笠木施工用部材の構成とした場合に、一方側および
他方側の笠木施工用部材を同一の金型で形成できる。したがって、職人の技量に関わらず
笠木の上面を傾斜させて形成できる笠木施工用部材を低コストで提供できるので、低コス
トに笠木を施工できる。
【００１６】
　また、前記笠側部と前記側板部との間には、前記長手方向に沿って前記笠部の下面から
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下方に向かって立設された水切り板が少なくとも１個形成されていることを特徴としてい
る。
【００１７】
　本発明によれば、笠側部と側板部との間に水切り板を形成することにより、笠木の上面
に形成された傾斜面により排水された雨水等が、笠側部から回りこんで側板部に隣接する
塀の側面に付着するのを抑制できる。したがって、雨水等によって運ばれた塵埃等が塀に
付着して汚損する、いわゆる雨垂れ等の発生を効果的に抑制し、塀の外観を損ねるのを防
止できる。
【００１８】
　また、前記側板部と前記笠側部との間には、前記塀本体の前記外側面に塗布される仕上
材の厚さの目印となるマーク部が設けられていることを特徴としている。
【００１９】
　本発明によれば、塀本体の外側面にモルタル等の仕上材を塗布して塀の表面を仕上げる
際に、マーク部を基準として仕上材を精度よく塗布できる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、笠木施工用部材は、塀本体の上端面に配置される天板部と、塀本体の
両側面に沿って形成された側板部とを備え、天板部と側板部とにより隅部が形成される。
この隅部と、塀本体の上端面と側面とで形成される角部とを合わせて、天板部を塀本体の
上端面に配置することで、塀本体の上端面に笠木施工用部材を簡単に配設できる。また、
一対の壁部の間の領域、および壁部と笠木材料受部との間の領域に、モルタル等の笠木材
料を充填することにより、型枠を設置することなく笠木を配設できる。さらに、笠木施工
用部材は、除去されることなくそのまま笠木材料に埋設されるので、笠木の強度が確保で
きるとともに、従来のように型枠を取り外す工程が不要となる。したがって、簡単な施工
作業で笠木を配設できる。
　また、本発明によれば、天板部の下面から一方の壁部の先端縁部までの高さが、天板部
の下面から他方の壁部の先端縁部までの高さよりも高くなるように形成されているので、
一方の壁部の先端縁部と他方の壁部の先端縁部とを接続して形成される仮想面が、一方側
から他方側に向かって下方に傾斜する傾斜面となる。
　ここで、笠木の施工工程で、一対の壁部の間の領域に笠木材料を充填した後、両壁部の
先端縁部に跨るようにコテを当接させて長手方向に沿って移動させると、充填された笠木
材料の上面は、仮想面に沿って一方側から他方側に向かって下方に傾斜した傾斜面に形成
される。このように、両壁部の先端縁部に跨るようにコテを当接させて長手方向に沿って
移動させるだけで、笠木の上面を傾斜させて形成できる。したがって、簡単な施工作業で
、職人の技量に関わらず笠木の上面を傾斜させて形成できるので、効果的な排水性を確保
して笠木の腐食や白華の発生を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】笠木を備えた塀の斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図３】第１笠木施工用部材の斜視図である。
【図４】第２実施形態の第１笠木施工用部材の斜視図である。
【図５】第２実施形態の笠木および塀の断面図である。
【図６】第３実施形態の笠木および塀の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
（第１実施形態の笠木施工用部材）
　以下に、本発明の第１実施形態にかかる笠木施工用部材について、図面を用いて説明す
る。
　図１は、本実施形態の笠木施工用部材により施工された笠木５を備えた塀２の斜視図で
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ある。なお、以下の説明では、図１における塀２の建物１とは反対側（図１における右側
）を一方側、建物１側（図１における左側）を他方側として表現している。また、塀２の
長手方向を単に長手方向といい、塀２の幅方向を単に幅方向という場合がある。
　図１に示すように、塀２は例えば建物１の外構に用いられ、建物１を囲うように設けら
れている。
【００２３】
（塀本体）
　図２は、図１のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
　図２に示すように、塀２は、塀本体３と、塀本体３の外側面（一方側面３ａおよび他方
側面３ｂ）を覆う仕上材６と、により構成されている。
　塀本体３は、例えばコンクリート等からなるブロック材を複数積み上げることにより形
成される。各ブロック材は、上下方向に連通する不図示の孔部が形成されており、不図示
の鉄筋が挿通される。各ブロック材の孔部および各ブロック材の間には、モルタルやセメ
ント等が充填されており、ブロック材と鉄筋、および各ブロック材同士がモルタルやセメ
ント等により固定されることで、塀本体３が形成されている。
【００２４】
　塀本体３の一方側面３ａおよび他方側面３ｂを覆う仕上材６は、例えばモルタルからな
り、吹き付け塗装やコテ等により塗布することで形成される。仕上材６の厚さは、例えば
１０ｍｍ程度であり、後述する笠木施工用部材１０，２０の側板部１３，２３を埋設しつ
つ配設される。
【００２５】
（笠木）
　本実施形態の笠木５は、塀本体３の上端面３ｃに配置される一対の笠木施工用部材１０
，２０（第１笠木施工用部材１０、および第２笠木施工用部材２０）と、笠木５の外形を
形成するモルタル等の笠木材料８（上部笠木材料８ａ、一方側笠木材料８ｂ、および他方
側笠木材料８ｃ）と、により構成されている。
　上部笠木材料８ａにより形成される笠木５の上面５ａは、一方側から他方側（図２にお
ける右側から左側）に向かって下方に傾斜する傾斜面となっている。このように、笠木５
の上面５ａを傾斜させることにより、笠木５の上面５ａに雨水等が滞留するのを防止して
いる。
【００２６】
（笠木施工用部材）
　図２に示すように、本実施形態の笠木施工用部材１０，２０は、塀本体３の上端面３ｃ
における一方側（図２における右側）に配置される第１笠木施工用部材１０と、塀本体３
の上端面３ｃにおける他方側（図２における左側）に配置される第２笠木施工用部材２０
と、により構成されている。
　なお、第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０は、同様の構成となって
いる。したがって、以下では、まず第１笠木施工用部材１０について説明をし、その後、
第２笠木施工用部材２０については、第１笠木施工用部材１０とは異なる部分についての
み説明をする。
【００２７】
（第１笠木施工用部材）
　図３は、第１笠木施工用部材１０の斜視図である。なお、図３において、説明をわかり
やすくするために塀本体３を一点鎖線で、塀本体３の一方側面３ａに塗布される仕上材６
および塀２を二点鎖線で図示している。
　図３に示すように、本実施形態の第１笠木施工用部材１０は、ステンレスやアルミ等の
耐腐食性に優れた金属により形成される板状の長尺部材であり、例えば押し出し成型によ
り形成される。
【００２８】
（天板部）
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　第１笠木施工用部材１０は、塀本体３の長手方向に沿って形成された天板部１１を備え
ている。
　天板部１１は平板状に形成されている。天板部下面１１ａは、塀本体３の上端面３ｃに
載置できるように平坦に形成されている。なお、天板部下面１１ａに両面テープ等の粘着
材（不図示）を設け、天板部下面１１ａに貼付することで、塀本体３の上端面３ｃに安定
して載置できる。
【００２９】
　また、天板部上面１１ｂには凹凸が、長手方向と直交する断面視で略波型形状に形成さ
れている。このように、天板部上面１１ｂを略波型形状に形成することで、天板部上面１
１ｂの表面積を増加させることができる。これにより、後述するように、第１笠木施工用
部材１０と第２笠木施工用部材２０との間に上部笠木材料８ａ（図２参照）を充填した際
に、天板部上面１１ｂと上部笠木材料８ａとの接触面積を増加させている。そして、上部
笠木材料８ａが固化した後は、接触面積の増加により上部笠木材料８ａの密着性が高まり
、天板部上面１１ｂから剥離するのを抑制している。
【００３０】
　また、天板部１１の他方側（図３における左側）端部は、上方に屈折形成され先端から
下方に向かって返し部が形成されたアンカー部１２となっている。アンカー部１２は、施
工後の上部笠木材料８ａに埋設されることにより（図２参照）、上部笠木材料８ａが固化
した後、上部笠木材料８ａが天板部上面１１ｂから剥離するのを抑制している。
【００３１】
（側板部）
　第１笠木施工用部材１０は、塀本体３の一方側面３ａに沿って形成された側板部１３を
備えている。側板部１３は、天板部１１の一方側端部から下方に向かって立設されて形成
されている。天板部１１と側板部１３との間に形成される隅部は略直角に形成されている
。この隅部と、塀本体３の上端面３ｃと一方側面３ａとで形成される角部とを合わせて位
置決めしつつ、第１笠木施工用部材１０を配設している。なお、側板部１３は、塀本体３
に塗布される仕上材６に埋設されて固定される。
【００３２】
（笠部）
　第１笠木施工用部材１０は、側板部１３から塀本体３の幅方向における外側に張り出し
形成された笠部１５を備えている。本実施形態の笠部１５は、天板部１１の一方側におい
て、天板部１１と同一面上に連設されている。笠部下面１５ａは、天板部１１と同様に平
坦に形成されている。また、笠部上面１５ｂには、天板部１１と同様に凹凸が形成されて
いる。
【００３３】
　また、笠部１５の一方側には、笠部下面１５ａと笠部上面１５ｂとを連通する貫通孔１
５ｃが形成されている。貫通孔１５ｃは、長手方向を長軸方向とし、幅方向を短軸方向と
する略長円形状に形成されており、長手方向に沿って略等間隔に形成されている。貫通孔
１５ｃを形成することにより、第１笠木施工用部材１０と第２笠木施工用部材２０との間
に上部笠木材料８ａ（図２参照）を充填した際に、貫通孔１５ｃに上部笠木材料８ａが食
い込む。これにより、上部笠木材料８ａが固化した後に、上部笠木材料８ａが笠部上面１
５ｂから剥離するのを抑制している。
【００３４】
（笠側部）
　第１笠木施工用部材１０は、笠部１５の一方側端部から下方に立設された笠側部１６を
備えている。
　笠側部１６は、一方側の側板部１３から所定距離離間した位置において、側板部１３と
略平行に、笠部１５の笠部下面１５ａから下方に向かって立設されている。
　そして、笠側部１６は、側板部１３と笠部１５とにより、下方に開口を有する凹部１０
ａを形成している。この凹部１０ａにより、雨水等が側板部１３、笠部１５および笠側部
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１６をわたって塀２に伝搬するのを抑制している。
【００３５】
（水切り板）
　第１笠木施工用部材１０は、笠側部１６と側板部１３との間に、長手方向に沿って形成
された複数（本実施形態では２枚）の水切り板１４（第１水切り板１４ａおよび第２水切
り板１４ｂ）を備えている。
【００３６】
　第１水切り板１４ａは、笠側部１６の下方において、笠側部１６と連設されて下方に向
かって立設されている。すなわち、笠側部１６および第１水切り板１４ａは、笠部１５の
笠部下面１５ａから下方に向かって一体形成されて立設されている。
　また、第２水切り板１４ｂは、笠側部１６と第１水切り板１４ａとの間において、笠部
１５の笠部下面１５ａから下方に向かって立設されている。
　第１水切り板１４ａは、雨水等が側板部１３、笠部１５および笠側部１６をわたって塀
２に伝搬するのを遮断している。また、第２水切り板１４ｂを備えることで、第１水切り
板１４ａにより遮断できなかった雨水等が塀２に伝搬するのを遮断している。
【００３７】
　第１水切り板１４ａおよび第２水切り板１４ｂの下端面は、上方から下方に向かって塀
２から漸次離反する傾斜面に形成されている。
　第１水切り板１４ａおよび第２水切り板１４ｂにより遮断された雨水等は、第１水切り
板１４ａおよび第２水切り板１４ｂの下端面から下方に落下する。ここで、第１水切り板
１４ａおよび第２水切り板１４ｂの下端面は、塀２から漸次離反する傾斜面となっている
ので、下端面のうち塀２から離反した位置で雨水等を落下させることができる。このよう
に、第１水切り板１４ａおよび第２水切り板１４ｂの下端面は、雨水等の落下時に、塀２
に付着するのを抑制している。
【００３８】
（マーク部）
　第１笠木施工用部材１０は、側板部１３と笠側部１６との間にマーク部１８を備えてい
る。本実施形態では、マーク部１８は、側板部１３と笠側部１６との間であって、側板部
１３と第２水切り板１４ｂとの間に設けられている。
　マーク部１８は、側板部１３と第２水切り板１４ｂとの間において、笠部１５の笠部下
面１５ａから下方に向かって立設されている。マーク部１８は、塀本体３の一方側面３ａ
に仕上材６を塗布する際の目印として機能する。具体的には、マーク部１８の一方側面１
８ａと面一となるように、塀本体３の一方側面３ａに仕上材６を塗布することにより、仕
上材６の厚さの目印としている。
【００３９】
（第１壁部）
　第１笠木施工用部材１０は、笠部１５の一方側端部から上方に立設された第１壁部１７
を備えている。
　第１壁部１７は、基端側は笠部１５に対して垂直方向に立設されており、先端側は水平
面に対して傾斜角度αで一方側に傾斜する傾斜片１７ａとなっている。なお、第１壁部１
７の傾斜片１７ａの水平面に対する傾斜角度αは、後述する第２壁部２７の傾斜片２７ａ
の水平面に対する傾斜角度βよりも大きくなるように形成されている（図２参照）。
【００４０】
　また、笠部下面２５ａ（すなわち塀本体３の上端面３ｃ）から第１壁部１７の先端縁部
までの高さは、ｈ１となるように設定されている。塀本体３の上端面３ｃから第１壁部１
７の先端縁部までの高さｈ１（以下、単に「第１壁部１７の高さｈ１」という。）は、塀
本体３の上端面３ｃから第２壁部２７の先端縁部までの高さｈ２（以下、単に「第２壁部
２７の高さｈ２」という。）よりも高くなるように形成されている（図２参照）。
【００４１】
　第１壁部１７の傾斜片１７ａの先端部１７ｂには、下方に向かって返し部が形成されて
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いる。返し部は、先端部１７ｂが上部笠木材料８ａに埋設されることにより（図２参照）
、上部笠木材料８ａが固化した後に、上部笠木材料８ａが第１壁部１７から剥離するのを
抑制している。
【００４２】
　第１壁部１７の傾斜片１７ａには、主面の一方側と他方側とを連通する貫通孔１７ｃが
形成されている。貫通孔１７ｃは、長手方向を長軸方向とし、上下方向を短軸方向とする
略長円形状に形成されており、長手方向に沿って上下方向の２列にわたり等間隔に形成さ
れている。
　貫通孔１７ｃを形成することにより、第１笠木施工用部材１０と第２笠木施工用部材２
０との間に上部笠木材料８ａ（図２参照）を充填した際に、貫通孔１７ｃに上部笠木材料
８ａが食い込む。これにより、上部笠木材料８ａが固化した後に、上部笠木材料８ａが第
１壁部１７から剥離するのを抑制している。
【００４３】
（笠木材料受部）
　第１笠木施工用部材１０は、第１壁部１７の下方において、笠側部１６から一方側（図
３における右側）に張り出し形成された笠木材料受部１９を備えている。
　笠木材料受部１９は、笠側部１６の上下方向における略中央から、幅方向における第１
壁部１７の張り出し位置と略同一の位置まで水平方向に張り出し形成されている。第１壁
部１７と笠木材料受部１９との間には、笠木５を形成する一方側笠木材料８ｂが充填され
る（図２参照）。
【００４４】
　笠木材料受部１９の一方側端部は、上方に突出した鉤部１９ａとなっている。鉤部１９
ａは長手方向と直交する断面視で略Ｚ形状に形成されている。鉤部１９ａは、施工後の一
方側笠木材料８ｂに埋設されることにより（図２参照）、一方側笠木材料８ｂが固化した
後に、一方側笠木材料８ｂが笠木材料受部１９から剥離するのを抑制している。
【００４５】
（第２笠木施工用部材）
　続いて、図２に示す第２笠木施工用部材２０について説明する。
　図２に示すように、第２笠木施工用部材２０は、塀２の幅方向の略中央において長手方
向に沿った仮想面Ｏに対し、第２壁部２７を除き面対称形状に形成されており、第２壁部
２７以外は第１笠木施工用部材１０と同様の構成となっている。したがって、以下では、
第２笠木施工用部材２０の第２壁部２７についてのみ説明をし、第２笠木施工用部材２０
の天板部２１、側板部２３、笠部２５、笠側部２６、水切り板２４、マーク部１８および
笠木材料受部２９の説明については省略する。さらに、第２壁部２７の説明について、第
１壁部１７と同様の構成の部分は説明を省略している。
【００４６】
（第２壁部）
　第２笠木施工用部材２０は、笠部２５の他方側（図２における左側）端部から上方に立
設された第２壁部２７を備えている。
　第２壁部２７は、基端側は笠部２５に対して垂直方向に立設されており、先端側は水平
面に対して傾斜角度βで他方側に傾斜する傾斜片２７ａとなっている。第２壁部２７の傾
斜片２７ａの水平面に対する傾斜角度βは、第１壁部１７の傾斜片１７ａの水平面に対す
る傾斜角度αよりも小さくなるように形成されている。
　また、笠部下面２５ａ（すなわち塀本体３の上端面３ｃ）から第２壁部２７の先端縁部
までの高さは、ｈ２となるように設定されている。そして、第２壁部２７の高さｈ２は、
第１壁部１７の高さｈ１よりも低くなるように形成されている。
【００４７】
（作用）
　次に、上記のように形成された本実施形態の一対の笠木施工用部材（第１笠木施工用部
材１０および第２笠木施工用部材２０）の作用について説明する。
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　図２に示すように、笠木５の施工時には、最初に、塀２の長手方向に沿って、塀２の一
方側（図２における右側）に第１笠木施工用部材１０を配置し、塀２の他方側（図２にお
ける左側）に第２笠木施工用部材２０を配置する。
【００４８】
　続いて、第１笠木施工用部材１０の第１壁部１７と、第２笠木施工用部材２０の第２壁
部２７との間の領域に、上部笠木材料８ａを充填する。また、第１笠木施工用部材１０の
第１壁部１７と一方側の笠木材料受部１９との間の領域に、一方側笠木材料８ｂを充填し
、第２笠木施工用部材２０の第２壁部２７と他方側の笠木材料受部２９との間の領域に、
他方側笠木材料８ｃを充填する。このとき、型枠を設置することなく上部笠木材料８ａ、
一方側笠木材料８ｂおよび他方側笠木材料８ｃを充填するので、簡単な施工作業で笠木を
配設できる。
【００４９】
　ところで、前述のとおり塀本体３の第１壁部１７の高さｈ１は、第２壁部２７の高さｈ
２よりも高くなるように形成されている。したがって、第１壁部１７の先端縁部と第２壁
部２７の先端縁部とを接続して形成される仮想面は、一方側から他方側（図２における右
側から左側）に向かって下方に傾斜する傾斜面となる。
【００５０】
　続いて、充填された上部笠木材料８ａの上側をコテ等で均して笠木５の上面５ａを形成
する。このとき、第１壁部１７の先端縁部と第２壁部２７の先端縁部とに跨るようにコテ
を当接させて、塀２の長手方向に沿って移動させる。これにより、充填された上部笠木材
料８ａの上面は、第１壁部１７の先端縁部と第２壁部２７の先端縁部とを接続して形成さ
れる仮想面に沿って、一方側から他方側に向かって下方に傾斜した傾斜面に形成される。
そして、上部笠木材料８ａが固化することにより、一方側から他方側に向かって下方に傾
斜した笠木５の上面５ａが形成される。
【００５１】
　なお、第１壁部１７と一方側の笠木材料受部１９との間に充填された一方側笠木材料８
ｂ、および第２壁部２７と他方側の笠木材料受部２９との間に充填された他方側笠木材料
８ｃについても同様にコテ等で均し、笠木５の一方側面５ｂおよび他方側面５ｃを形成す
る。すなわち、第１壁部１７の先端縁部と一方側の笠木材料受部１９の先端縁部、および
第２壁部２７の先端縁部と他方側の笠木材料受部２９の先端縁部とに跨るようにコテを当
接させ、長手方向に沿って移動させることで、笠木５の一方側面５ｂおよび他方側面５ｃ
の表面が滑らかに形成される。
【００５２】
　そして、第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０を埋設した状態で、上
部笠木材料８ａ、一方側笠木材料８ｂおよび他方側笠木材料８ｃが固化することにより、
笠木５が形成される。
【００５３】
（第１実施形態の効果）
　本実施形態によれば、第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０は、それ
ぞれ塀本体３の上端面３ｃに配置される天板部１１，２１と、塀本体３の一方側面３ａお
よび他方側面３ｂに沿って形成された側板部１３，２３とを備えており、天板部１１，２
１と側板部１３，２３とによりそれぞれ隅部が形成される。この隅部と、塀本体３の上端
面３ｃと一方側面３ａ、および上端面３ｃと他方側面３ｂとでそれぞれ形成される角部と
を合わせて、天板部１１，２１を塀本体３の上端面３ｃに配置することで、塀本体３の上
端面３ｃに第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０を簡単に配設できる。
また、第１笠木施工用部材１０の第１壁部１７と、第２笠木施工用部材２０の第２壁部２
７との間の領域、第１壁部１７と笠木材料受部１９との間の領域、および第２壁部２７と
笠木材料受部２９との間の領域に、モルタル等の笠木材料８を充填することにより、型枠
を設置することなく笠木５を配設できる。さらに、第１笠木施工用部材１０および第２笠
木施工用部材２０は、除去されることなくそのまま笠木材料８に埋設されるので、笠木５
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の強度が確保できるとともに、従来のように型枠を取り外す工程が不要となる。したがっ
て、簡単な施工作業で笠木５を配設できる。
【００５４】
　また、本実施形態によれば、第１壁部１７の高さｈ１が、第２壁部２７の高さｈ２より
も高くなるように形成されているので、第１壁部１７の先端縁部と第２壁部２７の先端縁
部とを接続して形成される仮想面が、一方側から他方側に向かって下方に傾斜する傾斜面
となる。
　ここで、笠木５の施工工程で、第１壁部１７と第２壁部２７との間の領域に上部笠木材
料８ａを充填した後、第１壁部１７の先端縁部と第２壁部２７の先端縁部とに跨るように
コテを当接させて塀２の長手方向に沿って移動させると、充填された上部笠木材料８ａの
上面は、仮想面に沿って一方側から他方側に向かって下方に傾斜した傾斜面に形成される
。このように、第１壁部１７の先端縁部と第２壁部２７の先端縁部とに跨るようにコテを
当接させて長手方向に沿って移動させるだけで、笠木５の上面５ａを傾斜させて形成でき
る。したがって、簡単な施工作業で、職人の技量に関わらず笠木５の上面５ａを傾斜させ
て形成でき、効果的な排水性を確保して笠木５の腐食や白華の発生を抑制できる。
【００５５】
　また、本実施形態によれば、第１壁部１７の傾斜片１７ａと水平面との間の角度αを、
第２壁部２７の傾斜片２７ａと水平面との間の角度βよりも大きく形成することで、第１
壁部１７の高さｈ１が、第２壁部２７の高さｈ２よりも高くなるように形成している。す
なわち、第１壁部１７および第２壁部２７と水平面との間の角度を調整することにより、
第１壁部１７の高さｈ１および第２壁部２７の高さｈ２の高低差を調整できるので、笠木
５の上面５ａの傾斜を簡単に設定できる。
【００５６】
　また、本実施形態によれば、各笠側部１６，２６と各側板部１３，２３との間にそれぞ
れ水切り板１４，２４を形成することにより、笠木５の上面５ａに形成された傾斜面によ
り排水された雨水等が、各笠側部１６，２６から回りこんで各側板部１３，２３に隣接す
る塀２の側面に付着するのを抑制できる。したがって、雨水等によって運ばれた塵埃等が
塀２に付着して汚損するいわゆる雨垂れ等の発生を効果的に抑制し、塀２の外観を損ねる
のを防止できる。
【００５７】
　また、本実施形態によれば、塀本体３の一方側面３ａおよび他方側面３ｂにモルタル等
の仕上材６を塗布して塀２の表面を仕上げる際に、マーク部１８，２８を基準として仕上
材６を精度よく塗布できる。
【００５８】
（第２実施形態の笠木施工用部材）
　以下に、第２実施形態の第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０につい
て説明する。
　上述した第１実施形態の第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０は、第
１壁部１７の傾斜片１７ａと水平面との間の角度αを、第２壁部２７の傾斜片２７ａと水
平面との間の角度βよりも大きく形成することにより、第１壁部１７の高さｈ１が、第２
壁部２７の高さｈ２よりも高くなるように形成されていた。
【００５９】
　これに対して、第２実施形態の第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０
は、第１壁部１７および第２壁部２７の張り出し長さを変更することにより、第１壁部１
７の高さｈ１が、第２壁部２７の高さｈ２よりも高くなるように形成されている点で、第
１実施形態の第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０とは異なっている。
　なお、第１実施形態と同様の構成の部分については、詳細な説明を省略する。
【００６０】
（第１笠木施工用部材および第２笠木施工用部材）
　図４は、第２実施形態の第１笠木施工用部材１０の斜視図である。
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　図４に示すように、本実施形態の第１壁部１７には、傾斜片１７ａの他方側面に溝状の
脆弱部３５が形成されている。
　具体的には、脆弱部３５は、傾斜片１７ａの他方面側において、塀本体３の上端面３ｃ
から高さｈ２の位置に、開口を他方側（図４における左側）に有する、長手方向に沿った
断面略Ｖ字形状の溝状に形成されている。
　脆弱部３５における傾斜片１７ａの肉厚は、脆弱部３５を除いた他の領域における傾斜
片１７ａの肉厚と比較して薄くなっている。
【００６１】
　脆弱部３５の上方は、分割除去される調整部３３となっている。
　調整部３３は、脆弱部３５に沿って傾斜片１７ａを屈折させることで、破断線３７に沿
って分割可能となっている。そして、後述するように、傾斜片１７ａを脆弱部３５に沿っ
て破断し、調整部３３を除去することで、第１笠木施工用部材１０から第２笠木施工用部
材２０を形成している。
【００６２】
　脆弱部３５の下方には、下方に向かって返し部が形成されている。返し部は、上部笠木
材料８ａに埋設されることにより（図５参照）、上部笠木材料８ａが固化した後に、上部
笠木材料８ａが第１壁部１７から剥離するのを抑制している。
【００６３】
（作用）
　次に、上記のように形成された、本実施形態の第１笠木施工用部材１０および第２笠木
施工用部材２０の作用について説明する。
　図５は、第２実施形態の笠木５および塀２の断面図である。
　図５に示すように、本実施形態の第２笠木施工用部材２０は、第１笠木施工用部材１０
から形成される。
　具体的には、図３に示す第１笠木施工用部材１０の傾斜片１７ａを脆弱部３５に沿って
破断する。そして、傾斜片１７ａの破断の後、分割された調整部３３を除去することによ
り第２壁部２７が形成される。なお、傾斜片１７ａの破断および調整部３３の除去は、笠
木５の施工前に施工現場以外の場所で予め行ってもよいし、笠木５の施工時に現場で行っ
てもよい。
【００６４】
　ここで、前述のとおり、脆弱部３５は、傾斜片１７ａにおける塀本体３の上端面３ｃか
ら高さｈ２の位置に形成されている。したがって、脆弱部３５よりも上方の調整部３３を
除去することにより、第２壁部２７は、塀本体３の上端面３ｃから第２壁部２７の先端縁
部までの高さが、ｈ２となるように形成される。以上で、第１笠木施工用部材１０から第
２笠木施工用部材２０が形成される。なお、第１笠木施工用部材１０から第２笠木施工用
部材２０が形成されるため、第１壁部１７の傾斜片１７ａと水平面との間の角度と、第２
壁部２７の傾斜片２７ａと水平面との間の角度とはともに同一の角度αとなる。
【００６５】
　そして、図５に示すように、塀本体３の一方側に配置された第１笠木施工用部材１０に
対向させて、塀本体３の他方側に第２笠木施工用部材２０を配置する。
　これにより、第１実施形態と同様に、一方側に配置された第１壁部１７の高さｈ１は、
他方側に配置された第２壁部２７の高さｈ２よりも高くなるように形成される。これによ
り、第１壁部１７の先端縁部と第２壁部２７の先端縁部とを接続して形成される仮想面は
、一方側から他方側に向かって下方に傾斜する傾斜面となり、この傾斜面に沿って、一方
側から他方側に向かって下方に傾斜した笠木５の上面５ａが形成される。
【００６６】
（第２実施形態の効果）
　本実施形態によれば、第１壁部１７の傾斜片１７ａを脆弱部３５に沿って破断し、調整
部３３を分割除去することにより第２壁部２７を形成している。このように、脆弱部３５
による傾斜片１７ａの破断および調整部３３の分割除去という作業で、簡単に第１壁部１
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７の先端縁部と第２壁部２７の先端縁部との高低差を形成できるので、笠木５の上面５ａ
の傾斜を簡単に形成できる。
　また、脆弱部３５が形成された同一形状の一対の傾斜片１７ａから、脆弱部３５に沿っ
て調整部３３を分割除去することにより、第１壁部１７と第２壁部２７とを形成できる。
したがって、笠木施工用部材を形成する際の金型の簡素化ができる。特に、本実施形態の
ように、塀本体３の幅方向の一方側および他方側に配設される一対の笠木施工用部材１０
，２０の構成とした場合に、一方側の第１笠木施工用部材１０および他方側の第２笠木施
工用部材２０を同一の金型で形成できる。したがって、職人の技量に関わらず笠木５の上
面５ａを傾斜させて形成できる第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０を
低コストで提供できるので、低コストに笠木５を施工できる。
【００６７】
（第３実施形態の笠木施工用部材）
　以下に、第３実施形態の第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０につい
て説明する。
　上述した第１実施形態の第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０では、
第１壁部１７の先端部１７ｂおよび第２壁部２７の先端部２７ｂには、下方に向かって返
し部が形成されていた。しかし、本実施形態の第１笠木施工用部材１０および第２笠木施
工用部材２０は、第１壁部１７の先端部１７ｂおよび第２壁部２７の先端部２７ｂが断面
略Ｔ字形状に形成されている点で第１実施形態とは異なっている。
【００６８】
　なお、第１実施形態と同様の構成の部分については、詳細な説明を省略する。また、第
１壁部１７の先端部１７ｂおよび第２壁部２７の先端部２７ｂは同様の構成のため、以下
では第１壁部１７の先端部１７ｂのみ説明をし、第２壁部２７の先端部２７ｂの説明につ
いては省略する。
【００６９】
　図６は、第３実施形態の笠木５および塀２の断面図である。
　図６に示すように、本実施形態の第１壁部１７の先端部１７ｂには、一方側および他方
側に向かって突出した突出部１７ｄが形成されている。また、第１壁部１７の先端部１７
ｂの端面１７ｅは、円弧状に湾曲した曲面となっている。
【００７０】
　笠木材料８を充填し、コテ等で均して笠木５の上面５ａおよび一方側面５ｂを形成する
と、第１壁部１７の先端部１７ｂの端面１７ｅは表面に露出されて、笠木５の上面５ａと
一方側面５ｂとの間のコーナー部を形成する。また、同様にコテ等で均して笠木５の上面
５ａおよび他方側面５ｃを形成すると、第２壁部２７の先端部２７ｂの端面２７ｅは表面
に露出されて、笠木５の上面５ａと他方側面５ｃとの間のコーナー部を形成する。
【００７１】
（第３実施形態の効果）
　本実施形態によれば、笠木５の上面５ａと一方側面５ｂとの間のコーナー部は、第１壁
部１７の先端部１７ｂの端面１７ｅにより形成され、笠木５の上面５ａと他方側面５ｃと
の間のコーナー部は、第２壁部２７の先端部２７ｂの端面２７ｅにより形成される。した
がって、笠木５の上面５ａの両側に配置されるコーナー部を安定した曲面形状で精度よく
形成することができる。
【００７２】
　なお、この発明の技術範囲は上記実施の形態に限られるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
【００７３】
　各実施形態では、第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０からなる一対
の笠木施工用部材により、塀本体３の上部に笠木５を設置していた。しかし、笠木施工用
部材は一対である必要はなく、例えば、天板部１１，２１を連結することにより、第１笠
木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０を連結した１個の笠木施工用部材として
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もよい。このような構成にすることで、笠木５の施工時に、塀本体３の上端面３ｃに笠木
施工用部材を簡単に載置できる。ただし、軽量であり搬送が容易である点や材料費の点等
で、上述の各実施形態に優位性がある。
【００７４】
　各実施形態では、笠木材料８としてモルタルを用いていた。しかし、笠木材料８はモル
タルに限られず、例えばコンクリートや樹脂等であってもよい。
【００７５】
　各実施形態では、笠木５の上面５ａは、一方側から他方側に向かって傾斜する傾斜面に
形成されていた。しかし、笠木５の上面５ａの傾斜方向はこれに限られず、他方側から一
方側に向かって傾斜する傾斜面に形成されていてもよい。
【００７６】
　各実施形態では、第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０は、ステンレ
スやアルミ等の耐腐食性の高い金属により形成されていた。しかし、例えば樹脂等により
形成してもよい。
【００７７】
　各実施形態では、第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０は、押し出し
成型により形成されていた。しかし、例えば、プレス等により金属板を打ち抜いた後、溶
接等で接合することにより第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０を形成
してもよい。また、第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０が樹脂で形成
される場合には、インジェクション成型により第１笠木施工用部材１０および第２笠木施
工用部材２０を形成してもよい。
【００７８】
　各実施形態では、マーク部１８は、笠部１５の笠部下面１５ａから下方に向かって立設
されており、板状に形成されていた。しかし、マーク部１８の態様はこれに限られること
はなく、マーク部１８は、例えば、下方に開口を有する溝であってもよい。また、マーク
部１８は、例えば、不滅インキ等によるマーキング等であってもよい。
【００７９】
　各実施形態では、水切り板１４を２枚形成していたが、枚数は２枚に限られることはな
く、１枚でもあってもよいし、３枚以上であってもよい。
【００８０】
　各実施形態では、第１笠木施工用部材１０および第２笠木施工用部材２０は、それぞれ
天板部１１，２１が水平に形成されていた。しかし、例えば天板部１１，２１を高さ方向
に湾曲変化させて形成してもよい。このように高さ方向で湾曲した第１笠木施工用部材１
０および第２笠木施工用部材２０は、例えば、上端面の高さが変化する塀を配設する場合
に有効である。
【００８１】
　第３実施形態では、第１壁部１７の先端部１７ｂの端面１７ｅおよび第２壁部２７の先
端部２７ｂの端面２７ｅは、円弧状に湾曲した曲面に形成されていたが、これに限られる
ことはなく、例えば平面に形成されていてもよい。
【００８２】
　第３実施形態における第１壁部１７の先端部１７ｂおよび第２壁部２７の先端部２７ｂ
は、それぞれ第１壁部１７および第２壁部２７と一体的に形成されていた。しかし、例え
ば、樹脂等からなるＴ字形状をした部材を別部品として形成し、第１壁部１７および第２
壁部２７の先端に取り付けることで、端面１７ｅおよび端面２７ｅを曲面に形成してもよ
い。
【符号の説明】
【００８３】
３・・・塀本体　３ａ・・・上端面　５・・・笠木　６・・・仕上材　１０・・・第１笠
木施工用部材（笠木施工用部材）　１４・・・水切り板　１７・・・第１壁部　２０・・
・第２笠木施工用部材（笠木施工用部材）　２７・・・第２壁部　３３・・・調整部　３
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５・・・脆弱部　１１，２１・・・天板部　１３，２３・・・側板部　１５，２５・・・
笠部　１６，２６・・・笠側部　１７ａ，２７ａ・・・傾斜片　１８，２８・・・マーク
部　１９，２９・・・笠木材料受部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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